
第1条
１．

名　　　称 鹿嶋ふれあいケアプランセンター

介護保険指定事業者番号 茨城県知事指定　０８７２２００７３８

所　在　地 茨城県鹿嶋市宮中２０３０-１

連　絡　先 電 話      ０２９９-８５-００３３

ファックス ０２９９-８３-２２９０

担　当　者 介護支援専門員 山口久美子   兼原亜希子

山口　由貴　 

鹿嶋市　潮来市　神栖市　行方市　鉾田市

２．

事業の目的

運営方針

３． 事業所窓口の営業日および営業時間

営業日

営業時間

４．

管　理　者  山口　久美子

介護支援専門員 山口久美子   兼原亜希子

山口　由貴　 

利用者への居宅介護支援を提供する事業所

 あなた（または、あなたの家族）が利用しようと考えている居宅介護支援業務につ
いて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わか
らないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。

事業の目的および運営方針

月～金までとします。但し、祝祭日及び年末年
始（12月29日から1月3日）は休業します。

事業実施地域  

事業所の名称等

事業所の職員体制

９：００から１７：００までとします。

居宅介護サービスの作成に当たっては、その利
用者が可能なかぎり居宅において、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができ
るように、配慮して行うものとします。
利用者の心身の状況、その置かれている環境等
に応じて、利用者の選択に基き、適切な保健医
療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業
者から総合的かつ効率的に提供されるように配
慮して行います。
指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者
の意思および人格を尊重し常に利用者の立場に
たって、利用者に提供される指定居宅サービス
等が特定の種類または特定の居宅サービス事業
者に不当に偏ることのないように公正中立に行
います。

要介護状態にある高齢者等が、日常生活を営む
ために必要な居宅サービス計画の作成や、関係
区市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの
提供主体との連携を密にし、要介護者等に便宜
の供与や提供を行うことを目的としています。

重　要　事　項　説　明　書
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第2条 居宅介護支援の内容、利用料および加算の費用について 

１．

２．

３．
４． 円
５．

６．

７． 円

加算の名称 加算の内容 料金 利用料

入院時情報連携加算Ⅱ

退院・退所加算（Ⅰ）イ

退院・退所加算（Ⅰ）ロ

退院・退所加算（Ⅱ）イ

退院・退所加算（Ⅱ）ロ

退院・退所加算（Ⅲ）　

利用料居宅介護支援の内容

別紙

給付管理

「居宅介護支
援業務の実施
方法等につい
て」のとお
り。

居宅支援初回加算 過去２ヶ月以上居宅介護
支援を提供していない場
合に算定します。

介護保険適
用は利用料
負担の必要
がありませ
ん。（全額
介護保険か
ら負担され
ます。）

1ヶ月あた
りの料金

居宅サービス計画の作成

2,000円/月

サービス実施の状況把握・評価

退院・退所にあたって病院
等の職員と面談を行い、必
要な情報提供を求めること
その他の連携を図った場合
に算定します。
入院又は入所期間中に1回
まで算定することができま
す。

介護保険適
用は利用料
負担の必要
がありませ
ん。（全額
介護保険か
ら負担され
ます。）

病院又は診療所の求めに
より、医師又は看護師と
利用者宅を訪問しカン
ファレンスを行い、利用
者に必要な居宅サービス
又は地域密着サービスの
利用に関する調整を行っ
た場合、月2回を限度に
算定します。

特定事業所医療介護連携加算

4,500円/回

6,000円/回

7,500円/回

9,000円/回

1,250円/月

居宅支援通院時情報連携加算

適用有利用者の状況把握

介護保険
適用有無

利用者が医師の診察を受け
る際に同席し、医師等に利
用者の心身の状況や生活環
境等の必要な情報提供を行
い、医師等から利用者に関
する必要な情報提供を受け
たうえで、居宅サービス計
画に記録した場合に算定し
ます。

退院・退所加算

要介護
３～５介護認定申請に係る援助

入院時に病院等に情報共
有を行った場合に算定し
ます。

居宅サービス事業

14,110相談業務

3,000円/回

10,860

提供方法

緊急時等居宅カンファレンス
加算

要介護
１・２

2,500円/月入院時情報連携加算Ⅰ

入院時情報連携加算

500円/月

2,000円/回

6,000円/回

病院との連携や看取りへの
対応を行った場合に算定し
ます。
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利用者の要介護認定有効期間中、1ヶ月に１回以上訪問します。

第4条 利用料、その他の費用の請求および支払方法について

１．

①

②

２．

①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替

・ 現金払い

②

 
③

第5条

１．

①

②

２．

①

請求書は、利用明細を添えて利用のあった月の翌月１５日までに利用
者あてに、郵送します。（請求額の無い場合は、お届けしません。）

特定事業所加算

4,210円/月

利用料、その他の費用の請求

1,140円/月

ターミナルケアマネジメント
加算

末期の悪性腫瘍の利用者に
ついて在宅の訪問等を行
い、主治の医師等の助言を
得つつ、利用者の状態や
サービス変更の必要性等を
把握し、支援を実施してい
る事業所に対し算定しま
す。

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者
会議において利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の
個人情報についても、同様とします。

個人情報の保護について

第3条

介護保険適
用は利用料
負担の必要
がありませ
ん。（全額
介護保険か
ら負担され
ます。）

特定事業所加算Ⅱ

特定事業所加算Ⅰ

4,000円/月

支払い期日から２ヶ月以上遅延の場合には、契約を解約のうえ、未払
い分をお支払いいただきます。

利用者負担のある支援業務提携の都度、お渡しする利用者控えと内容
を照合のうえ、請求月の月末までに、次のいずれかの方法により、お
支払いください。

秘密の保持と個人情報の保護について

事業者およびその職員は、サービス提供をするうえで知り得た利用者
およびその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ
ん。

特定事業所加算Ⅲ

特定事業所加算Ａ

5,190円/月

中重度者や支援困難ケースへ
の積極的な対応を行うほか、
専門性の高い人材を確保し、
必要に応じて多様な主体等が
提供する生活支援のサービス
（インフォーマルサービスを
含む）が包括的に提供される
ような居宅サービス計画を作
成し、質の高いケアマネジメ
ントを実施している事業所に
対して算定します。

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

利用者およびその家族に関する秘密保持について

 費用の支払い

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者居宅への訪問のめやす。

3,230円/月

利用料、その他の費用は利用者負担のある支援業務提供ごとに計算
し、利用のあった月の合計金額により請求いたします。

お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管し
てください。
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②

第6条

１．事業者は、指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速や

かに 鹿嶋市　潮来市　神栖市　行方市　鉾田市

並びに利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

第7条

１．

所在地　 茨城県鹿嶋市宮中２０３０-１

電　話　 ０２９９-８５-００３３

ファックス　 ０２９９-８３-２２９０

受付時間

                    

２．

鹿嶋市介護長寿課 （電話）

潮来市高齢福祉課

神栖市長寿介護課

３．公的団体の窓口

茨城県国民健康保険団体連合会 （電話）

第8条

事業者は、居宅介護支援業務の提供内容に関する記録を作成し、

年間保管します。

第9条

第10条

各区市町村の窓口

０２９（３０１）１５６５

０２９９－６３－１１１１

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、署
名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

サービス提供の記録

サービス提供した日から５

重要事項の変更について

事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物
について、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止します。

損害保険への加入

管理者

鹿嶋ふれあいケアプランセンター

介護支援業務に関する相談、苦情について

第11条 災害非常対策について

事業者は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を作
成し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要な訓
練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよう、他の
事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

事故発生時の対応について

山口　久美子

事業所の窓口

月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までとします。但し、
祝祭日及び年末年始（12月29日から1月3日）は休業します。

０２９９－９３－２３９９

事業所

０２９９－８２－２９１１

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。（保険会社：三井
住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生産物賠償責任）
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虐待防止に関する事項

1.

①

②
③
④

2.

衛生管理等

①

➁

③

その他運営に関する重要事項

2

第15条

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

重要事項説明の年月日　　　

従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

第14条

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる
性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより居宅介護支援事業所従業者の就業環境が害されること
を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実
施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定
し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等高
齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合
は、速やかに、これを区市町村に通報します。

第13条

令和　　　年　　　月　　　日

(1) 事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど
常に衛生的な管理に努めます。

(2) 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲
げる措置を講じます。

第12条

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措置を
講じます。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて従業者に周知徹底を図る

上記内容について「鹿嶋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例（平成30年条例第1号）」第6条の規定に基づき、利用者に
説明を行いました。

虐待防止のための指針の整備
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